
13 
 

三重県議会広聴広報会議規程 新旧対照表 

 

改正案 現 行 

（趣旨） 

第１条 この規程は、三重県議会基本条例（平成

18年三重県条例第83号）第19条第２項及び三重

県議会会議規則（昭和31年三重県議会規則第１

号）第103条第４項の規定に基づき、広聴広報

会議の運営等に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 

 

【削る】 

 

（所掌事項） 

第２条 広聴広報会議は、次の事項について協議

又は調整を行う。 

(1) 議会の広聴広報計画に関する事項 

(2) 議会の広報紙に関する事項 

(3) 議会の電波広報に関する事項 

(4) 議会の新聞広報に関する事項 

(5) インターネットを活用した議会の広聴広

報に関する事項 

(6) 議会に対する県民の意見及び提案に関す

る事項 

(7) 前各号に掲げるもののほか、議会の広聴

広報に関する事項 

 

（構成） 

第３条 広聴広報会議は、副議長及び会派がその

所属議員のうちから選出する議員（以下「委員」

という。）をもって構成する。 

２ 委員の数は、11人以内とする。 

 

（委員） 

第４条 委員の任期は、１年とする。ただし、後

任者が選出されるまで在任する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

 

（設置） 

第１条 この規程は、三重県議会基本条例（平成

18年三重県条例第83号）第19条第２項の規定に

基づく広聴広報会議（以下「会議」という。）

の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

 

（組織） 

第２条 会議は、委員11人以内で組織する。  

 

（所掌事務） 

第３条 会議は、次の事項について協議又は調整

を行うものとする。 

(1) 議会広聴広報計画に関する事項 

(2) 議会広報紙に関する事項 

(3) 電波広報に関する事項 

(4) 新聞広報に関する事項 

(5) インターネットを活用した広聴広報に関

する事項 

(6) 議会に対する県民の意見及び提案に関す

る事項 

(7) その他議会広聴広報に関する事項 

 

 

 

【新設】 

 

 

 

 

（委員） 

第４条 委員は、副議長及び会派から選出される

議員をもって構成する。 

２ 委員の任期は、１年とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 
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（座長） 

第５条 広聴広報会議に、座長を置く。 

２ 座長は、副議長をもって充てる。 

３ 座長は、広聴広報会議を代表する。 

【削る】 

 

 

 

（会議） 

第６条 広聴広報会議は、座長が招集し、会議を

主宰する。 

２ 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたと

きは、座長があらかじめ指名する委員が座長の

職務を行う。 

３ 広聴広報会議は、委員の半数以上が出席しな

ければ、会議を開くことができない。 

【削る】 

 

 

【削る】 

 

 

 

（出席要求） 

第７条 座長が必要と認めるときは、説明のため

委員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（会議の公開） 

第８条 広聴広報会議は、これを公開する。ただ

し、座長が必要と認めるときは、これを公開し

ないことができる。 

 

（会議の傍聴） 

第９条 広聴広報会議の傍聴の取扱いは、三重県

議会委員会傍聴規程（平成18年三重県議会訓令

第７号）に準ずるものとする。 

 

（記録） 

第10条 座長は、職員をして、会議の概要等必要

な事項を記載した記録を作成させなければな

らない。 

（座長） 

第５条 会議に座長を置く。 

２ 座長は、副議長をもって充てる。 

３ 座長は、会務を総理し、会議を代表する。 

４ 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたと

きは、座長があらかじめ指名する委員がその職

務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 会議は、座長が招集する。 

 

２ 会議は、原則として公開する。 

 

 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開く

ことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決

し、可否同数のときは座長の決するところによ

る。 

５ 会議は、必要があると認めるときは、委員以

外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を 

聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 

（事務） 

第７条 会議の事務は、議会事務局企画法務課に

おいて処理する。 

 

 

【新設】 

 

 

 

 

【新設】 

 

 

 

 

【新設】 
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（雑則） 

第11条 この規程に定めるもののほか、広聴広報

会議の運営等に関し必要な事項は、座長が定め

る。 

 

附 則 

この規程は、公表の日から施行する。 

 

 

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、会議の運

営に関し必要な事項は、座長が会議に諮って定

める。 

 

 


